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第４次福生市安全安心まちづくり推進計画の振り返りについて 

１ 第４次福生市安全安心まちづくり推進計画について 

(１) 目標 

安全で安心して暮らすことができる福生市の実現 

数値目標の設定 

・平成29年の市内刑法犯認知件数455件を約12％減少の400件、毎年の減

少率を４％以上 

・平成29年の市内特殊詐欺被害件数10件を平成28年の件数４件に減少 

(２) 計画期間 

令和元年度から令和３年度までの３年間。ただし、計画期間の途中であ

っても社会情勢等の変化に柔軟に対応し、適宜見直しを図ります。 

 

２ 具体的推進項目の取組状況の振り返り 

具体的推進項目については、別表のとおり取り組みました。分野別に取組

状況を振り返ると次のとおりとなります。 

(１) 総合的対策 

広報活動の推進として、市ホームページ上に「市内防犯情報」のページ

を作成しました。刑法犯認知件数の推移を掲載し、以前に比べ犯罪発生件

数が減少傾向にあることを周知しました。今後も防犯情報を掲載すること

で安心感の醸成を図ります。 

また、不審者出没等の情報提供があった際には、青色回転灯装備車によ

る市内パトロールを実施しました。   

(２) 防犯に配慮したまちづくり 

地域団体や商店街の防犯カメラ設置について、令和元年度、東京都・市

から補助金を交付し、福東町会（２台）及び牛浜第一町会（４台）の防犯

カメラ設置事業を支援しました。 

安全安心まちづくり協議会資料２ 
令 和 ３ 年 1 0 月 ４ 日 
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(３) 学校等における防犯対策の推進 

連絡体制の整備について、不審者出没等子どもの安全が脅かされる事態

が発生した際は情報メールで市民への情報提供、ＦＡＸでの関係機関への

周知を徹底しました。令和２年度に刃物のような物を所持した不審者が連

続して目撃された際は、関係部署、警察署と連携してパトロールを実施し

ました。 

(４) 防犯意識の向上 

特殊詐欺、悪徳商法等の防止のため自動通話録音機貸与事業を行ってい

ます。令和２年度は準備した170台を上回る申込みがあったため、急遽90

台を追加する準備をして対応しました。 

 

３ 目標の達成状況    

(１) 刑法犯認知件数 

刑法犯認知件数については、平成29年の数値455件を約12％減少の400件、

毎年の減少率を４％以上として設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（警視庁データ） 

 

市内刑法犯認知件数は、平成30年に微増しましたがおおむね減少傾向に
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あり、令和２年は300件と前年と比較して大幅に減少し、ピーク時（平成

16年）の1,469件の約１／５となりました。特に市内で発生数の多い自転

車盗や万引きが減少しました。 

 

(２) 特殊詐欺被害件数 

オレオレ詐欺等の特殊詐欺被害が増加傾向にあることを鑑み、特殊詐欺

被害件数については、平成29年の数値10件を平成28年の数値４件に戻すこ

とを目標と設定しました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

                           （東京都データ） 

 

市内の特殊詐欺被害件数は、上のグラフのように推移しています。特殊

詐欺の手口は年々巧妙化し、犯人は様々な手口でだまそうとしてきます。

アポ電（詐欺の犯人が虚偽のトラブルを口実に、あらかじめ資産状況や家

族構成などの個人情報を聞き出そうとする電話）が市内に集中して入電し

た場合は、被害を未然に防止するため、情報メールや防災行政無線で注意

喚起しています。 

また、防犯協会と協力して年金支給日等に特殊詐欺被害防止のための啓

発活動を実施しています。  
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（３） まとめ 

ア 刑法犯認知件数実績（令和２年度中間値） 

項目 
現状値 

（平成29年） 
目標値 

（令和３年） 
実績値（中間）
（令和２年） 

減少数 
減少率 

刑法犯 
認知件数 

455件 400件 300件 
－155件 
－34.1％ 

イ 特殊詐欺被害件数実績（令和２年度中間値） 

項目 
現状値 

（平成29年） 
目標値 

（令和３年） 
実績値（中間）
（令和２年） 

減少数 
減少率 

特殊詐欺 
被害件数 

 10件  ４件  ５件 
 －５件 
 －50％ 

  刑法犯認知件数及び特殊詐欺被害件数ともに減少傾向にありますが、

依然として特殊詐欺等の犯罪被害が発生しています。このため、今後も

警察署等の関係機関や地域団体等と連携して防犯活動を行うとともに、

犯罪被害に遭わないような防犯に配慮した環境づくりや、防犯意識の醸

成などが必要です。 
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別表 

第４次福生市安全安心まちづくり推進計画における具体的推進項目の取組結果 

①総合的対策 
   

番号 項目 内容 取組結果 推進主体 

１ 広報活動の
推進 

 防犯に関する広報啓
発を行うために、広報
紙、ホームページ、チ
ラシ、メール等、様々
な広報媒体を使用しま
す。 
 犯罪の発生や不審者
情報の提供による注意
喚起だけではなく、市
が以前に比べどの程度
安全になったかという
こともＰＲしていきま
す。 

 防犯意識の普及のた
め、身近な犯罪を取り
上げた「ふっさ防犯だ
よ り 」 を 作 成 し 、 町
会・自治会へ回覧を依
頼し、市のホームペー
ジに掲載しました。 
 また、市のホームペ
ー ジ に 「 市 内 防 犯 情
報 」 の ペ ー ジ を 作 成
し、刑法犯認知件数の
推移や注意したい身近
な犯罪への防犯対策を
掲載しました。以前に
比べ犯罪発生件数が減
少傾向にあることを周
知するとともに安心感
の醸成を図りました。 

市（安全
安心まち
づ く り
課） 

２ 青色回転灯
装備車等に
よる防犯パ
トロールの
実施 

 犯罪抑止や地域への
啓発のため、青色回転
灯装備車や「地域安全
パトロール実施中」の
マグネットシートを貼
付 し た 公 用 車 を 利 用
し、市職員によるパト
ロールを実施します。 
 地域で職務に従事す
る市職員が犯罪等の現
場に遭遇した場合、被
害者を保護したり、警
察に連絡・通報するな
ど の 対 応 を 徹 底 し ま
す。 

 日頃から青色回転灯
装備車を使用し、犯罪
の抑止に努めました。                 
 また、不審者情報が
入った際は発生場所付
近のパトロールを実施
しました。 

市 

３ 行事におけ
る啓発活動 

 多くの市民が参加す
る行事において積極的
に啓発リーフレット等
を配布し、さらなる市
民の防犯意識向上に努
めます。 

 七夕まつりなど多く
の市民が参加する行事
において、警察署、防
犯協会と協力して特殊
詐欺被害防止等の啓発
キャンペーンを実施し
ました。              

市（安全
安心まち
づ く り
課） 
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 また、年金支給日に
は市内の金融機関にお
いて、特殊詐欺の被害
防 止 を 呼 び 掛 け ま し
た。 

４ 自主防犯活
動団体の育
成 

 各町会・自治会と防
犯活動関係団体との連
携による活動の強化を
図ります。 

 市内熊川地区におい
て、防犯協会と周辺町
会が連携し、青色回転
灯装備車と自転車によ
る パ ト ロ ー ル を 実 施
し、特殊詐欺被害防止
を呼び掛けました。 

市（安全
安心まち
づ く り
課） 
市民 

５ 地域活動へ
の支援 

 地域の防犯活動で使
用する防犯用品の貸与
についてＰＲし、必要
に応じて提供します。 

 防犯パトロールの実
施 状 況 に つ い て 、 町
会、自治会に対するア
ンケートを実施し、そ
の中で必要な防犯用品
の有無等を確認しまし
た。 

市（安全
安心まち
づ く り
課） 

６ こども110
番の家」事
業の推進 

 通学路等において子
どもが被害に遭う、ま
たは遭うおそれがある
場合に、一時的な保護
と警察への通報を行う
「こども110番の家」事
業について、特に市内
にある事業者へ協力を
依頼します。 

 市と株式会社セブン-
イレブン・ジャパンに
よる地域活性化包括連
携協定に基づき、連携
事項の一つである防犯
に 関 す る 事 項 に つ い
て、市内セブンイレブ
ン全店舗に「こども110
番の家」事業への協力
を依頼しました。 

市（安全
安心まち
づ く り
課） 
市民 
事業者 

７ 地域の防犯
リーダーの
育成 

 地域での防犯活動の
担い手となる自主防犯
パトロール隊の活動を
活発にするため、防犯
講習会等を通して指導
者となれる人材を育成
します。 

 防 犯 講 習 会 を 実 施
し、防犯実演劇や福生
警察署職員による講話
を通して市内の犯罪発
生状況や最新の特殊詐
欺の手口等について学
ぶことができる内容と
しました。 

市（安全
安心まち
づ く り
課） 
市民 

８ 高齢者や障
害のある人
を対象とし
た施策の検
討 

 高齢者や障害のある
人たちを犯罪被害から
守っていくため、自ら
の安全を確保していく
うえで、必要な知識の
普及や啓発を実施する
とともに、具体的な方
策について、福祉事業
者 等 の 関 係 機 関 と 協
議、検討を行い、安全

 警察署と連携し、老
人クラブの会議や介護
予防教室等の高齢者が
集まる場所で特殊詐欺
被害防止や防犯講習会
への参加を呼び掛けま
した。               
 また、オレオレ詐欺
等特殊詐欺の被害を未
然に防止するため、自

市（安全
安心まち
づ く り
課） 
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で安心して暮らせるま
ち づ く り を 目 指 し ま
す。 

動通話録音機の貸与事
業を継続しました。 

     

②防犯に配慮したまちづくり 
  

番号 項目 内容 取組結果 推進主体 

１ 夜間照明の
確保 

 街路灯や店舗照明、
各家庭の門灯などを、
防犯上の観点から点灯
します。また、故障等
で点灯しないことがな
いよう、適切な管理を
行います。 

 職員による見回りや
市民からの情報提供を
受け、街路灯について
適切な管理に努めまし
た。 

市（道路
下 水 道
課） 
市民 
事業者 

２ 公園等の公
共施設にお
ける安全対
策 

 子どもや女性に対す
る犯罪など、公園等の
公共施設内において起
きる可能性のある犯罪
を防止するため、樹木
の剪定等により外から
の 見 通 し を 確 保 し ま
す。 
 また、公衆トイレを
清潔に保ち、夜間は明
るくするなど周囲の環
境整備に努めます。 

 職員による見回りや
市民からの情報提供を
受け、草木や照明等に
ついて適切な管理に努
めました。 

市（施設
公園課） 

３ 防犯カメラ
の適正な設
置 

 地域団体、商店街等
が公共の場所に設置す
る 防 犯 カ メ ラ に つ い
て、犯罪抑止効果とプ
ライバシーに配慮した
適切な運用の両立と、
東京都・市から補助金
を交付し、設置団体に
対 す る 支 援 に 努 め ま
す。 

 令和元年度には、２
町会、合計６台の防犯
カメラの設置を補助し
設置団体に対する支援
に努めました。    
 設置箇所選定の際は
警 察 署 へ 指 導 を 依 頼
し、防犯上効果的な場
所へ設置しました。                  
 また、防犯カメラ稼
働の際は、民家等が映
りこむことがないよう
にプライバシーに配慮
しました。 

市（安全
安心まち
づ く り
課） 
市民 
事業者 

４ 土地や建物
等の防犯対
策 

 防犯に配慮して土地
や建物等を維持管理す
ることが求められてお
り、特に、空き地や空
き家等については、草

 草木の繁茂やドア等
の無施錠により防犯上
不安のある空き家につ
いて、現地を確認し、
付近への注意喚起看板

市（安全
安心まち
づ く り
課） 
市民 
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木が繁茂することによ
り視界が遮られ、犯罪
が行われやすい場所を
つくりだしてしまう場
合があります。草木の
剪定や建物の施錠等の
防犯に配慮した維持管
理に努めます。 
 また、共同住宅や駐
車場については、ピッ
キングに強い鍵の設置
や防犯カメラの整備等
の犯罪防止に配慮した
対応に努めます。 

の設置や警察署への相
談、情報提供等を行い
ました。 

事業者 

     

③学校等における防犯対策の推進 
  

番号 項目 内容 取組結果 推進主体 

１ 学校等の防
犯管理体制
の整備 

 児童・生徒等の安全
確保を図るため、教職
員等による学校等の防
犯管理体制を整備し、         
 また、緊急時に迅速
な一斉下校を実施でき
るよう、体制を整備し
ます。 

 各学校において防犯
管理体制を整備し、不
審者の目撃情報等が入
った際は、発生場所付
近の学校において一斉
下校を実施しました。 

市（教育
指導課） 

２ 不審者から
の安全確保
対策 

 学校の校門の防犯カ
メラ、門扉のオートロ
ックシステム等防犯警
備機器を活用し、不審
者の侵入防止に努めま
す。 

 学校校門の防犯カメ
ラ、門扉のオートロッ
クシステム等防犯警備
機器を活用し、不審者
の侵入防止に継続して
努めました。 

市（教育
総務課） 

３ 保護者・地
域・関係機
関等との連
携の充実 

 児童・生徒等の安全
確保を図るため、保護
者・地域・関係行政機
関等で情報を共有でき
るよう、連携体制を整
備します。 

 不審者情報が入った
際は市民に向け情報メ
ールを配信しました。          
 また、各関係機関及
び福生警察署に情報提
供を行いスムーズな情
報共有に努めました。 

市（安全
安心まち
づ く り
課） 
市民 
事業者 

４ 安全教育の
充実 

 各種の事件や事故を
想定した安全教育を計
画 的 、 継 続 的 に 実 施
し、児童・生徒等が防
犯の知識を身に付け、
安全に避難する方法な

 福生警察署が実施す
る不審者対応訓練を見
学し、今後、市内児童
館や学童クラブなど子
どもに関わる施設から
依頼を受けた際に対応

市（安全
安心まち
づ く り
課） 
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どについて理解し、状
況に応じて自ら安全な
行動ができるよう努め
ます。 

できるよう福生警察署
に依頼しました。 

５ 通学路の安
全対策 

 PTA等と連携し、児
童・生徒等が日常的に
通学等に利用している
通学路の安全確保に努
めるとともに、地域ぐ
るみの「ながら見守り
活動」を啓発します。 
「ながら見守り活動」
とは…東京都が取り組
んでいる地域に密着し
た 事 業 者 の 協 力 に よ
り、日常業務をしなが
ら子どもや高齢者等の
見守りをする「ながら
見 守 り 連 携 事   
業」のように、家にい
な がら、散歩をしな
がら等 それぞれがで
きる範囲で 見守りを
実施すること。  

 通学路点検で指摘さ
れた防犯上不安のある
場所について、注意喚
起の看板の設置や警察
署への相談、情報提供
等を行いました。           
 また、安全安心まち
づくり市民ひろばにお
いて、夏休み前や入学
の時期に合わせて子ど
もの見守りを議題に挙
げ、参加者に「ながら
見守り活動」の実施を
呼び掛けました。                                         

市（安全
安心まち
づ く り
課） 
市民 
事業者 

６ 連絡体制の
整備 

 児童・生徒等の安全
確保を図るため、防犯
に係わる横断的な組織
を設置し、綿密な連絡
体制を整備します。 

 不審者情報が入った
際は、各関係機関及び
福生警察署に情報提供
を行いスムーズな情報
共有に努めました。 

市（安全
安心まち
づ く り
課） 

     

④防犯意識の向上 
  

番号 項目 内容 取組結果 推進主体 

１ 身の回りの
安全点検 

 自分のことは自分で
守ることを基本に、身
の回りの安全点検に努
めるとともに、防犯の
視点を取り入れた住ま
いづくりに努めます。 

 課発行の広報紙等に
おいて犯罪発生状況や
防犯に関する情報を掲
載し、市内全戸に配布
しました。 

市民 
事業者 

２ 地域におけ
る安全点検 

 自分たちのまちは自
分たちで守っていける
ように、市民相互が連
携・協力し、特に通学
路の安全点検を行うな
ど、地域の実情にあっ

 26の町会、自治会に
おいて、ＰＴＡ、老人
クラブ等と協力し、年
末年始や夏休み期間な
ど各地域でパトロール
を実施していることを

市民 
事業者 
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た防犯活動や安全に関
する知識の普及に取り
組みます。 

確認しました。 

３ 知識習得の
ための防犯
講習会、研
修会等への
参加 

 犯罪の未然防止のた
めには、市民一人ひと
りが安全に関する知識
をもつことが必要であ
ることから、防犯に関
する講習会や研修会に
積 極 的 に 参 加 す る な
ど、知識の習得に努め
ます。 

 例年防犯講習会を開
催しています。令和元
年度の参加者は50名で
した。               
 また、令和元年度は
特殊詐欺被害防止に関
する出前講座を２回開
催し、参加者は合計で
118名でした。 

市民 

４ 地域の防犯
活動への参
加 

 地域において安全で
安心して暮らせるまち
づくりを進めていくた
めには、市民や各種市
民団体、事業者等が一
体となって防犯活動に
取り組むことが望まれ
ます。犯罪の発生箇所
の 点 検 パ ト ロ ー ル な
ど、人権に配慮する中
で、警察や市との連携
を密にしながら、自主
的な参加による地域ぐ
るみの防犯活動を推進
し、特に地域を挙げて
子どもたちを見守り、
犯罪から守る体制を整
備します。 

 市内における110番通
報が最も多いとされる
福生駅東口周辺地域等
において、警察署や周
辺町会、飲食業組合、
防犯協会等が一体とな
ってパトロールを実施
しました。 

市民 
事業者 

５ 犯罪に対す
る情報の共
有 

 社会情勢の変化によ
り犯罪の種類が様々に
変 化 し て い く こ と か
ら、その時々による犯
罪手口等を理解し、地
域ぐるみで被害にあわ
ないように、市や警察
等が発信する情報の把
握に努めます。 情報
の把握方法としては、
新聞、テレビ、インタ
ーネット、市の広報紙
などが考えられます。 

 防犯意識の普及のた
め、身近な犯罪を取り
上げた「ふっさ防犯だ
よ り 」 を 作 成 し 、 町
会、自治会へ回覧を依
頼したり、市のホーム
ページに掲載したりし
ま し た 。               
また、福生警察署発行
の特殊詐欺注意喚起チ
ラシについても町会、
自治会へ回覧を依頼し
ました。 

市民 

６ 特殊詐欺・
悪徳商法等
の防止 

 特殊詐欺等に関する情
報を入手し、警察と連
携 し て 情 報 発 信 を 行
い、被害防止に努めま

 市内に特殊詐欺犯人
からの電話が集中して
入電した際は、福生警
察署の依頼により情報

市（安全
安心まち
づ く り
課） 
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す。 
 また、東京都と協力
し、特殊詐欺被害の防
止のための自動通話録
音機を市内在住の高齢
者に貸与します。 

メールの配信や防災行
政無線の放送等で注意
喚起しました。 
 また、オレオレ詐欺
等特殊詐欺の被害を未
然に防止するため、自
動通話録音機を令和元
年度は120台、令和２年
度は260台準備し貸与事
業を継続しました。 

７ 危険薬物防
止対策 

 危険薬物についての
情報を入手し、危険薬
物の排除に向けた活動
の推進を行います。 

 七夕まつりなど多く
の市民が参加する行事
において、警察署、防
犯協会と連携して危険
薬物排除に関するチラ
シを配布しました。 

市（安全
安心まち
づ く り
課） 

 


